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中地の自己紹介

皆さんの年齢の頃は、全国各地の公害発生
地域や住民運動、労働運動を訪問していた

たとえば、水俣、琵琶湖、阿南、芸南、広島、
三理塚、島根、柏崎、南大阪など

大学卒業後、大阪で環境監視研究所という
市民のための環境調査研究機関を設立し、
勤める

２０１０年４月から熊本学園大学に赴任

継続こそ、力なり
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本日の内容

１．水銀条約の内容と背景

２．水銀条約の日本の課題

３．水俣の現状と汚染サイトとしての評価

４．水俣を汚染サイトとしてどうするのか
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世界はなぜ水銀を規制したのか
水銀条約の目的と課題
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私たちの暮らし、身近にある水銀
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国際的な水銀管理に関する活動（１）

２００１年：ＵＮＥＰが地球規模の水銀汚染に関する水銀プ
ログラム開始

２００２年：人への影響や汚染実態に関する報告書（世界
水銀アセスメント）を公表

• 水銀は様々な形態で環境に排出され、分解せず、全世界
を循環している。

• メチル水銀は生物に蓄積しやすく、人への毒性が強く、発
達途上（胎児、新生児、小児）の神経系に有害であり、食
物連鎖により野生生物にも蓄積している。

• 先進国では水銀の使用が減少しているが、途上国では使
用が継続されていて、健康リスクが高い。

• 人為的排出により大気中水銀濃度が増加、削減が必要。6



国際的な水銀管理に関する活動（２）
• ２００３年からＵＮＥＰで、水銀の拡散防止に向けた国際条
約が検討され始めた

• ２００７年からアドホック公開作業グループで議論
• ①水銀の１次生産廃止 ②水銀の輸出禁止
• ③２０２０年までに水銀使用量・排出量の大幅削減
• 条約化にはＥＵ賛成、アメリカの反対姿勢が強く、水俣病経
験した日本の動きが焦点になっていたが、２００８年のオバ
マ政権誕生で、アメリカが方針転換

• ２００９年２月ＵＮＥＰ管理理事会で、２０１３年を目途に法的
拘束力のある文書（条約化）制定を目指すことを決定、政府
間交渉（ＩＮＣ）を開始

• ２０１０年５月１日水俣病慰霊祭における鳩山首相発言

• 「２０１３年水銀規制国際条約締結会議の日本での開催
招致と「水俣条約」と命名したい」
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世界の水銀消費量（2005）
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国連環境計画（UNEP）水銀プロジェクト
世界の水銀排出量（2005年）2009.2発表
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UNDP :Technical Background Report to the Global 
Atmospheric Mercury Assessment(2008)より

民生用火力発

電, 498

住宅暖房, 375

その他化石燃

料燃焼, 5.2

鉄鋼, 58.5非鉄製造, 132水銀製造, 8.8

大規模金精

錬, 200

小規模金製

造, 111

セメント, 351

クロロアルカリ

工業, 189

廃棄物焼却・

処理, 46.8
歯科用合金

（火葬）, 25.7

世界：１９３０トン

日本：22トン

自然由来を除く



各国の水銀排出量
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世界の水銀の排出量（２０１０年）
（単位：トン）（出典：ＵＮＥＰ、２０１３）
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地域別水銀の排出量（２０１０年）
（単位:トン）（出典：ＵＮＥＰ、２０１３）
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水銀の使用・用途・排出

• 水銀の使用・用途

• 小規模金採掘

• 水銀製品しての使用（電池、血圧計、液晶のバックラ
イトなど）

• 塩素アルカリ法

• 触媒

• 非意図的放出

• 石炭火力発電からの放出

• セメント製造・製鉄（コークス製造）からの放出
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世界を駆け巡った原田先生の行動地図
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水銀に関する国際条約化の検討経過

• ２０１３年１月までにＩＮＣ（政府間交渉会議）は計５回開催された

• 第１回 ２０１０年６月ストックホルム

• 第２回 ２０１１年１月幕張（千葉）

• 第３回 ２０１１年１０月ナイロビ（ケニア）

• 第４回 ２０１２年６月ブンタ・デル・エステ(ウルグアイ)

• 第５回 ２０１３年１月ジュネーブ（スイス）

• ２０１３年２月 第２７回ＵＮＥＰ管理理事会において、ＩＮＣの交渉
結果が了承された

• ２０１３年１０月９日水俣、１０、１１日熊本で、「水銀に関する水俣
条約外交会議」を開催し、締結された

• 未決定の内容についてのＩＮＣが、２０１４年１１月バンコク、２０１
６年３月ヨルダンで開催された



締結された水銀条約の主な内容

①新たな水銀鉱山の開発禁止

②塩素アルカリ工程での使用を期限内に廃止

③輸出入は締約国間の同意を条件に許可された用途以外
は認めない

④９分野の水銀含有製品を期限内に廃止

⑤小規模金採掘に伴う水銀の使用、排出削減に努力

⑥大気・水・土壌への排出削減

⑦汚染サイトの特定と評価、リスク削減

⑧条約規制の推進と順守を管理する国際委員会（条約事務
局と遵守委員会）の設置

⑨締約国は国内法を整備、国内実施計画を作成し、規制強
化に努める
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使用が禁止される水銀添加製品

期限（２０２０年）を決め、段階的に製造や輸出入
を禁止（途上国には猶予あり）

①電池 ②スイッチ・リレー

③電球型蛍光灯 ④蛍光灯

⑤水銀灯

⑥せっけん/化粧品

⑦殺虫剤/殺生物剤

⑧血圧計

⑨体温計/温度計
18
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水銀規制・条約に関する諸外国の対応

• ＵＮＥＰ：２０１３年１０月水銀に関する水俣条約締結
• ５０か国以上の批准で、条約は発効する
• 未決の内容は５年後以降、ＣＯＰ（締約国会議）で議論

• ＥＵ：０８年９月水銀輸出禁止、余剰水銀の安全保管のＥ
Ｕ規則制定、１１年発効、岩塩層で保管

• アメリカ：０８年８月水銀輸出禁止法案（オバマ上院議員
提案）の採択、０９年２月国際条約化に同意

• １３年輸出禁止、１０年陸軍による長期保管決定

• 日本：使用削減は進んだが、輸出禁止、永久保管等は
目途が立っていない。条約締結時のホスト国としての道
義的責任がある

• ＮＧＯ：水俣病が解決していないことに抗議し、水銀条約
と呼ぶ、３年以内の発効（５０か国の批准）を呼びかけ



水銀による環境汚染防止に関する法
律（水銀新法）

• 水銀による環境汚染防止計画の策定
• 水銀鉱の採掘禁止

• 特定の水銀使用製品の製造禁止、部品としての
使用を制限

• 特定の製造工程における水銀の使用禁止
• 小規模金採掘の禁止

• 水銀の貯蔵に係る指針の策定、貯蔵者に定期報
告の義務付け

• 水銀含有再生資源の管理に係る指針の策定、水
銀含有再生資源管理者への定期報告の義務付け

• その他所要の整備の実施
20



• 大気汚染防止法の改正内容
• 水銀排出施設の届出制度
• 水銀の排出基準の遵守義務等
• 要排出抑制施設の設置者の自主的取組
• その他罰則等

• 外国為替及び外国貿易法政令の改正内容
• 特定の水銀輸入規制
• 特定の水銀等の輸出の原則禁止

• 条約で許可されない用途・金採掘目的の輸出禁
止

• 輸出の厳格な事前審査・事後報告
• 特定の水銀使用製品の輸出入の原則禁止
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水銀新法の課題

• 水銀等の原則輸出禁止の実質化

• 金採掘用途の禁止のために、事前審査・事後報告、
チェックができるのか

• 水銀含有部品等の輸入のチェック体制

• 水銀製品の製造禁止、禁止された水銀製品の回収、水
銀の廃棄、貯蔵

• 水銀の長期保管技術は確立していないので、技術開発
はこれから

• 汚染サイトに関しては、土壌汚染対策法・水質汚濁防止
法により担保済みとしているが、水俣湾埋立地や旧八
幡残渣プール、水俣市内の土壌汚染をどう評価し、対策
するのか

• 廃棄物焼却炉で水銀の排出基準を守れるのか、水銀製
品の間欠的廃棄への対応
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水銀条約発効に向けて
条約は５０か国以上が批准後、９０日後から発効す
る

現在、１２８の国とＥＵが調印、３５か国が批准してい
る

１３年１１月にアメリカが調印と批准を済ませ、批准
第１号国となる－化学物質関連の国際条約では異
例のこと

ＵＮＥＰと国際ＮＧＯは３年後以内の発効をめざした
が、各国での批准が遅れている

各国が批准するためには、条約順守のために、関連
する国内法の改正が必要である

日本政府は２０１５年３月に法案を閣議決定、６月に
国会で２法案を可決、２０１６年２月に締結
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水銀条約に関する日本の課題
• 前提として：水俣病問題の解決を優先すべき

• 被害者全員の救済の実現とチッソ分社化による汚染
者責任のあいまい化は許されない

• 国内問題として：さらなる水銀使用削減の政策化
• 水銀の輸出禁止
• 余剰水銀の国内永久保管の具体的検討

• 輸出禁止による水銀回収の低下を防止し、長期保管
できる仕組み作り

• 汚染サイト（エコパーク、旧八幡残さプール等）の浄化、
維持管理の継続

• 国際課題として：法的拘束力のある条約化のために、途
上国への経済的、技術的支援、小規模金採掘への対応
が必要
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日本の課題①水銀の長期保管
• 水銀の輸出規制により、輸出できない余剰水銀を日本国内で
長期保管せざる得なくなる

• 半永久的な水銀保管のための方法や場所を検討する必要性
に迫られている

• 金属水銀は温度変化に伴い、膨張と伸縮を繰り返す。半永久
的に保管しようとすれば、極力温度変化のない場所に設置し、
耐久性のある保管容器に入れて、貯蔵することになる。地震
国、日本列島の中に、数百年単位で安定な地層は存在しな
い。

• 現在、硫化水銀にして、固体で保管するのが最有力候補。廃
棄物処理法を改正し、遮断型最終処分場でなくても、水銀を廃
棄(最終処分）できるようにすることを政府は検討している

• 仮に、保管方法や場所が決まっても、漏えいや汚染の有無の
モニタリングは、半永久的に継続していかねばならない

• 原子力発電所の高レベル廃棄物と同様に、水銀の長期保管場
所の国民的合意が必要となる
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日本の課題②水銀回収努力の維持、
長期保管の費用負担

• 水銀の長期保管を実施するために、誰が費用を
負担するのか

• 現在、非鉄精錬や廃棄物などからの水銀を回収
し、余剰水銀を輸出することで、回収努力の費
用を賄っている現状から、長期間の保管費用を
ねん出することは、経済原理から難しい

• 事業者に管理費用を押しつければ、回収努力を
放棄し、環境中への排出量が増大するという逆
効果をもたらす可能性もある

• 事業者の水銀回収努力をどのように維持するの
か、制度化が急がれる
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家庭製品からの水銀回収体制の整備
• 将来的に、製造禁止される水銀含有製品の廃棄、回収が
必要となる

• たとえば、蛍光灯の廃棄、回収に関しては自治体で対応が
異なる:有害廃棄物、資源ごみとして回収、燃やせるごみと
して回収など

• 体温計や血圧計を回収している自治体（京都市など）は少
ない

• 民間の取組みとしては、東京都保険医協会が体温計の自
主回収を行った

• 水銀含有量は、体温計に約１ｇ、血圧計には約５０ｇ、蛍光
灯には約１０ｍｇ含まれている

• 環境へのリスクの観点では、血圧計１本の回収は蛍光灯５
０００本に相当するので、優先順位を決めて回収処理する
必要あり

27



野村興産（北海道イトムカ鉱山）における
蛍光灯と電池の回収

28



水銀廃棄物の処理方法（野村興産資料より）
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日本の課題③水俣病被害者への補
償、水俣病問題の解決

水俣病公式確認から６０年を経ても、水俣病の
全ての被害者への補償、救済が終わっていない

汚染者負担の原則にのっとり補償すべきである

水俣湾に埋め立てた水銀ヘドロを未来永劫封じ
込めるには、現在の埋め立て工法では、水銀の
再流出防止、汚染回避のために、これから２０年
以内に大規模な対策を講じる必要がある

旧八幡残渣プールなど水銀含有廃棄物の最終
処分場の永久管理も課題である
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チッソが排出した水銀の推定量は不明

• 環境への影響を評価するためには、前提条件と
して、チッソが排出した水銀量の推定が必要だ
が、実施者によるバラつきが大きい

• たとえば、熊本県が水俣湾の浚渫、埋立て費用
の負担の計算に使ったチッソの水銀排出量は、
８１．５７４トン

• 藤木らでは、７０～１５０トン
• 有馬らでは、４５０トン

• 汚染サイトの評価のためには、水銀排出量の推
計は不可欠
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日本の課題④水銀の健康リスクの低減

• 水銀の低濃度曝露による健康影響、特に胎児に対する影
響は明らかになっている

• 魚食による健康リスクの低減をどのように進めるのかは、
日本の課題である

• 日本の有害物質の摂食規制はＥＵ等と比較して甘い－ダ
イオキシン類、農薬、放射能など

• 摂取制限のためには選択肢は二つ－①魚種を特定して、
捕獲制限を実施するか、②水銀濃度の測定で、出荷制限
を実施するか

• 残留放射能は測定器の普及で、漁港ごとにセシウム測定
が行われているが、水銀も同様な測定を実施することは
可能だが、そこまでのメリットがあると言えるかは不明

32
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食品中の水銀摂取とリスク
胎児を保護する暫定的耐容量（ＰＴＷＩ）1.6μｇ／ｋｇ



水俣湾の汚染魚対策の経過

• １９５６（昭和３１）年１１月熊本県が魚介類の摂食及び漁
獲自粛の行政指導

• １９６８（昭和４３）年から水俣湾の水銀環境汚染調査

• １９７４（昭和４９）年１月水俣湾外へ汚染魚の流出を防止
するために、２３年間、仕切り網を設置

• 湾内に棲息する汚染魚（０.４ｐｐｍ以上）の一斉捕獲と
廃棄

• １９９７（平成９）年１０月魚介類の安全性を確認したとし
て、設置網撤去

• ２００１（平成１３）年３月以降環境調査（水質、底質、周辺
地下水、魚類）を継続
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水俣湾の魚介類の総水銀濃度は高い
（水俣病の教訓２００７）
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仕切り網の設置（１９７７年１０月）
環境省資料
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日本の課題⑤汚染サイトの修復

• 環境保全事業として実施された水俣湾の埋立ては耐
用年数５０年を目処に設計されている

• 護岸の健全性は定期的に点検、検討する必要がある

• 埋立地内部の水銀の存在形態は確認されていない、
硫化水銀として安定化している保証はない

• 水銀条約の趣旨にのっとれば、エコパークは汚染サイ
トとして、リスクを評価し、管理しなければならない

• 将来的には、土壌から水銀を回収し、健全な土地に戻
すべきである

• そのために、大規模な工事が必要となるが、水俣湾に
戻すかどうかは、意見をまとめる必要がある
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水銀条約第１２条 汚染された場所
（水銀条約外務省仮訳）

• １ 締約国は、水銀又は水銀化合物により汚
染された場所を特定し、及び評価するための
適当な戦略を策定するように努める。

• ２ 汚染された場所がもたらす危険を減少さ
せるための措置は、適当な場合には当該汚
染された場所に含まれる水銀又は水銀化合
物による人の健康及び環境に対する危険性
の評価を取り入れ、環境上適正な方法で行
われる。
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水銀条約第１２条 汚染された場所
（水銀条約外務省仮訳）

• ３ 締約国会議は、汚染された場所の管理に関
する手引であって、次の事項に関する方法及び
取り組み方法を含むものを採択する。(a)場所の
特定及び特性の評価(b)公衆の関与(c)人の健康
及び環境に対する危険性の評価（ｄ）汚染された
場所がもたらす危険の管理に係る選択肢(e)効
果および費用の評価（ｆ）成果の検証

• ４ 締約国は、汚染された場所を特定し、評価
し、優先順位を決定し、管理し、及び適当な場所
には修復するための戦略の策定及び活動の実
施において協力することが奨励される。
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水俣湾公害防止事業と港湾整備

１９７７（昭和５２）年１０月熊本県が事業主体となって水俣
湾に堆積した高濃度の水銀を含む汚泥を処理する公害防
止事業（水俣湾内の浚渫と埋立て地造成）を開始

１９７７年１２月～１９８０年６月仮処分申請による中断

暫定基準値２５ｐｐｍを超える底質の除去

１９９０（平成２）年３月 １４年間の歳月と４８５億円をかけ
た土木工事が終了

同時期に県が事業主体となった丸島漁港公害防止事業
と水俣市が事業主体となった丸島・百間水路公害防止事
業が行われた

エコパークの造成と公園化
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2007年11月撮影

恋路島

梅戸港

袋湾

百間
排水溝

水俣駅

水俣学現地
研究センター国道3号線 水俣警察署

八幡社宅跡

水俣湾
埋立地
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水俣湾汚泥処理計画の経過
• １９５６年 水俣病の公式確認

• １９６８年 国がチッソの廃水による公害と認定

• １９７０年 公害国会、公害関連法整備

• 同年 県が熊大にヘドロ処理計画の検討を依頼

• １９７２年 熊大が拡散防止工法が見つからず、有効な対
策がないと報告

• １９７３年 一次訴訟の勝訴判決

• １９７４年 環境庁長官、運輸大臣、熊本県知事による汚
染処理基本計画の合意

• 同年 計画委員会、技術検討委員会の設置 熊本県公
害対策審議会で総水銀２５ｐｐｍ以上の浚渫決定

• ２５ｐｐｍの根拠はあいまい、安全面からの再検討が必要
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水銀で汚染された不知火海の底質
（水銀分布図１９７３年調査）
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エコパーク（水銀ヘドロ浚渫埋立て地）の永久
管理の必要性
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水俣湾埋め立て工事開始
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航空写真で見る埋立て前後の水俣湾

埋立て工事中 埋立て完成後

49



ダイオキシン
処分場予定地

百間
排水口

チッソ
水俣工場

水俣湾
埋立地
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汚泥処理計画量と処理費用

全体 埋立区域 浚渫区域

処理面積 約２，０９２，０００㎡ 約５８２，０００㎡ 約１，５１０，０００㎡

汚泥量 約１，５１０，０００㎥ 約７２６，０００㎥ 約７８４，０００㎥

当初計画額 最終負担額

公害防止事業費 １９，３３４，８２０千円 ４８，４８２，７００千円

チッソ負担額 １２，５６８，１３１千円 ３０，６８８，４２４千円
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汚染サイトについて、水銀条約１２条
が求めていること

• 汚染された場所を特定し、評価し、優先順位を決
定し、管理し、適当な場所では修復する

• そのための戦略の策定及び活動の実施
• 手引（ガイドライン）を、締約国会議で作成していく

• 締約国間の協力体制の構築、途上国への国際的
支援

• 水俣を汚染サイトとして、評価する必要があるので
はないか

• 対象は、エコパーク埋め立て地とチッソ八幡プール
（自社産業廃棄物最終処分場）、水俣市内の土壌
汚染や底質など
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八幡残渣プール（採石場跡より望む）

水俣川河口

水俣湾
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熊本県による水俣湾公害防止事業埋立地耐
震及び老朽化対策検討委員会の開催

熊本県が開催しているが、インターネットで議事録等
がうまく入手できない

• 第１回２００８（平成２０）年秋
• 第２回２０１０（平成２２）年１月１４日（木）
• 第３回２０１１（平成２３）年１月２１日（金）
• 第４回２０１２（平成２４）年３月８日(金)
• 第５回２０１２（平成２４）年秋ごろ開催
• 第６回２０１３（平成２５）年度開催したかは不明
• 第７回２０１５（平成２７）年２月 取りまとめ

別途、２０１６年３月 水俣湾公害防止事業埋立地護
岸等維持管理委員会を設置
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委員会の結論「護岸は２０５０年まで健全」
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水俣湾公害防止事業の今日的課題

• 水銀条約により、汚染サイトとして、埋立地中の水銀の存
在形態等ボーリング調査を実施、リスク評価、対策を検討
する必要がある

• 現在の埋立工法 鋼矢板セル式、鋼矢板式、重力式（場
所打ちコンクリート）の耐用年数（寿命）は５０～１００年な
ので、近い将来安全性を評価、対策工事が必要

• 地震による液状化、水銀の溶出の可能性など、災害時の
リスク評価が必要

• 対策工事を定期的に行うのか、抜本的な処理対策（水銀
の回収）を行うのか、いつ行うか

• 浚渫対象外の底質の水銀をこのまま放置してよいのか、
魚類への影響などリスク評価し、底質環境基準や魚類の
摂取基準の設定が必要

58



実現可能性のある私案（１）

• 水俣湾の埋立地内土壌、または、近傍海域
の底質から水銀を回収し、水銀による環境リ
スク低減をめざす（既存技術で可能）

• 第１段階：埋立地の土壌から水銀を分離し、
清浄化する

• 第２段階：イトムカの野村興産で、金属水銀と
して回収、永久保管

• 第３段階：清浄土の処理先の検討 そのまま
残置、他所への移設による水俣湾の再生
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実現可能性のある私案（２）

• 対策費用の見積もり
• （１）現地での水銀回収費用
• 土壌水洗浄 １５０万トン×２万円＝３００億円
• または間接加熱 １５０万トン×３万円＝４５０億円
• （２）野村興産での水銀回収費用
• 現地で水銀回収土壌を１０％に濃縮したとして
• １５万トン×１０万円＝１５０億円

• （３）その他 移送費、モニタリング費用、清浄土の処理費
用、水俣湾回復費用など

• 合計７５０億円程度でできるのでは、誰が費用負担するの
か

• 埋立地をどうするのか、議論を始める時期にきている
60



２０１４年１０月１７日
熊本日日新聞
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みなまた地域研究会による水俣市周
辺の環境汚染調査の目的

• 過去に、チッソによるカーバイド残渣や廃棄物の投棄
による土壌汚染が問題になった

• 過去の資料に基づいて、水俣市内の土壌について、
土壌汚染の可能性を調べた

• 水俣湾に排出された水銀に関しては、暫定基準を超え
る底質は浚渫され、埋め立てられた

• 暫定基準以下の底質については、放置された状態で
ある

• 県の小規模の調査でも、水俣湾の魚の総水銀濃度は
基準ぎりぎりで、横ばいで、改善したとはいい難い

• 調査事例が少ないので、水俣湾周辺の底質の水銀濃
度の現状を把握するための調査を行った
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分析項目（土壌と底質）

• 調査の目的である総水銀とアルキル水銀以
外に、有害な、代表的な重金属とダイオキシ
ン類についても分析した

• ①土壌汚染対策法に基づく溶出試験

• ②土壌汚染対策法に基づく含有量試験

• ③底質調査方法に基づく含有量検査

• 測定項目：カドミウム、鉛、六価クロム、総水
銀（アルキル水銀）、セレン、ヒ素、銅、鉄、マ
ンガン、ダイオキシン類
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土壌汚染の調査結果を２０１５年１
月に公表し、社会に問題提起した

• No.３と４で、第二溶出基準を超える水銀が確認、地下水
利用の可能性があれば、掘削除去対策を講じる必要

• 含有量基準も超えているので、表面を盛土するなどの対
策が必要、また、No.１と１８では、鉛が含有量基準を超
えており、表面を盛土するなどの対策が必要

熊本県に調査結果を報告し、土壌汚染対策法に基づく
詳細調査を要求したが、未実施

発表後、２か月後に、ＪＮＣが独自に汚染土壌の飛散防
止対策を行った

水俣市が２０１６年度周辺環境調査を行う予定、調査予
算計上 64
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既存の資料で水銀汚染の可能性を確認
水俣市の調査結果（１９７５年） チッソの工場新聞ーチッソの埋

立計画（１９６０年）
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高濃度水銀汚染が確認された場所
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土壌汚染についてのＪＮＣの異常で迅速
な対応
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底質調査結果について（既報）
• 水銀の暫定基準値25ppmを超える底質はなかった
が、7ppm程度の濃度の底質が存在していることが
分かった

• このまま放置され続けると、水生生物、魚に蓄積す
るとして存在し続けることは確実であり、何らかの
対策を講じたほうがよいと考えられる

• 国土交通省が日本の港湾70か所で実施した底質
調査結果の10％値をERL、50％値をERMとして示し
た

• 日本の港湾の底質の平均値（正確には中央値）とし
て、水銀の50％値が0.09mg/kgであることからすれ
ば、水俣周辺の底質中の水銀濃度は10倍から100
倍高い濃度である
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底質調査の結果（１）
補足調査として今年３月と５月に、津奈木湾を

中心に採取した
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底質調査結果（２）
津奈木湾の再確認と、No.7～１１は水俣湾周辺で採取
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底質調査の結果をどうみるのか

水銀の暫定基準値２５ppmを超える底質はな
かったが、恋路島周辺では、４ppm程度の濃度
の底質が存在していることが分かった

このまま放置し続けると、水生生物、魚に蓄積し
続けることは確実であり、何らかの対策を講じる
べきである

• 日本の港湾の底質の平均値（正確には中央値）
として、総水銀濃度が0.09mg/kgであることと比
較すれば、水俣周辺の底質中の水銀濃度は10
倍から50倍程度高い濃度である
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土壌汚染調査結果
チッソがカーバイド残渣を埋め立てた地層を採取した

73



土壌汚染調査結果をどうみるのか

今回の土壌調査では、高濃度の垂木の線は確認さ
れなかった。No.8ひばりが丘の土壌で環境基準を超
えるものがあった１点のみ

他は砒素で環境基準を超えたものが３地点あった

水俣市内には、チッソがカーバイド残渣を埋め立てた
場所は多数存在しており、注意する必要がある

側溝に石灰が溶出し、アルカリ性のたまり水がある
地点は要注意、監視を継続する必要がある
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これからどうしていけばよいのか

水銀条約の締結、批准をきっかけに、汚染サイト問題に取り組
み、水俣市内の土壌汚染調査を実施すべきである

過去に、チッソが産業廃棄物、カーバイド残渣を投棄したところ
を調査すべき、水俣市の今までの調査では不十分

水俣湾周辺の底質について、浚渫工事完了後、詳細な調査は
実施されていないので、国・県は調査を行うべきである

熊本地震を受けて、熊本県は、港湾管理者として、水俣湾埋立
地（エコパーク）の健全性の検討を市民参加で、公開の場で実
施すべきである

水俣市民がどの程度、水銀を摂取しているのか、健康に影響
があるのか、献立や魚種調査を実施し、把握すべきである

 こうした調査に基づいて、水俣市、水俣湾周辺の環境リスクを
評価すべき、「環境首都水俣」の内実が問われている

水俣病問題の解決のためにも、汚染サイト問題に取り組む必
要がある 75



本日のまとめ
水銀条約における水俣の課題

エコパーク埋立地、旧八幡残さプールは、水銀条約の汚
染サイトとして、リスク評価し、管理すべきである

次世代にツケを残さないために、護岸の更新による管理
ではなく、水銀を回収、永久保管することを選択すべきで
ある

水俣湾周辺の底質及び水俣市内の土壌汚染調査を実施
し、対策の範囲、内容を確定すべきである

汚染費用は汚染者負担の原則により、チッソと国が負担
すべきである

熊本の水銀フリーのためには、汚染サイトの修復は不可
欠であるという認識をもつべきである
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関心のある方は、ご一読ください
（書店、水俣学研究センターで販売中）
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